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お さ ら い ク イ ズ 答え 
P10　 安全おさらいクイズ 
 第1問　① 第2問　① 

 第3問　② 第4問　② 

 

P20　契約・取引おさらいクイズ  
 第1問　① 第2問　② 

 第3問　② 第4問　② 

 
P26　情報おさらいクイズ  
 第1問　① 第2問　② 

 第3問　② 第4問　① 

 

P32　環境おさらいクイズ  
 第1問　① 第2問　① 

 第3問　① 第4問　① 

 

地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内いたします。 

消費者ホットラインは、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いします。 

一人で悩まずに電話してみましょう。 

お住まいの地域の消費生活センターは国民生活センターのホームページで確認できます。 

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

■最寄りの消費生活センター（消費生活相談窓口）の電話番号 

製作／財団法人消費者教育支援センター 

著作／消費者庁 

イラストレーション/keiko 

発行日/2008年3月 ・ 改訂版発行/2012年3月 

おかしいな、困ったなと思ったら 
一人で悩まず相談しましょう。 

消費者ホットライン 
ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守 ろ う よ、 み ん な を ！  

0570-064-370



消費生活消費生活

～消費者が知っておきたい20のこと～ 

よくわかる よくわかる よくわかる よくわかる 

消費生活消費生活消費生活消費生活●●改訂版

消費者教育に関する情報収集には、「消費者庁消費者教育ポータルサイト」をご活用ください。 

http://www.caa.go.jp/kportal/index.php




